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事例番号：２５０００７ 

原 因 分 析 報 告 書 要 約 版 

 

産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第四部会 

 

１．事例の概要 

初産婦。妊娠３７週６日、陣痛発来のため入院となった。分娩監視装置が

装着され、助産師は、胎児心拍数は１３０拍／分台で、陣痛の発作時に９０

拍／分台に低下しており、早発一過性徐脈様であると判断した。また、体位

変換後、胎児心拍数の低下は船底状からスパイク状にやや改善し、一過性頻

脈は確認できないと判断した。助産師は分娩監視装置を一旦外し、医師によ

る診察が行われた。入院から約４５分後に分娩監視装置が再度装着されたと

ころ、胎児心拍数は７０拍／分で、体位変換後も胎児心拍数は変化せず、常

位胎盤早期剥離の疑いで緊急帝王切開が決定された。１０倍希釈リトドリン

塩酸塩が投与された後、帝王切開で児が娩出された。胎盤娩出時、凝血塊が

みられた。 

児の在胎週数は３７週６日、体重は２８０４ｇであった。臍帯静脈血ガス

分析値は、ｐＨ６．７８１、ＰＣＯ２４８．８ｍｍＨｇ、ＰＯ２３５．１ｍｍ

Ｈｇ、ＨＣＯ３
－６．９ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－２８．９ｍｍｏｌ／Ｌであった。

出生後、直ちに蘇生が開始され、口腔、鼻腔から血性羊水が多量に吸引され

た。アプガースコアは、生後１分３点（心拍数１点、呼吸１点、筋緊張１点）、

生後５分５点（心拍数２点、呼吸１点、筋緊張１点、皮膚色１点）であった。

高次医療機関のＡ病院に新生児搬送が依頼されたところ、Ａ病院の医師が当
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該分娩機関に来ることとなり、Ａ病院の医師による管理が行われた後、Ｂ病

院への搬送が決定し、生後約４時間３０分にＢ病院ＮＩＣＵへ入院となった。

生後３日の頭部超音波断層法で脳室周囲高輝度域はⅠ度と診断された。生後

１０日の頭部ＭＲＩで高度な低酸素性脳症であると診断された。 

本事例は、病院における事例であり、産婦人科専門医２名（経験１８年、

３１年）、産科医１名（経験４年）、小児科医１名（経験２６年）、麻酔科医２

名（経験２年、２１年）、助産師３名（経験１０ヶ月、４年、７年）が関わっ

た。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、出血および生理痛様の痛みを認め

た妊娠３７週６日の午後７時頃に発症したと推測される急性発症型の常位胎

盤早期剥離による重症の胎児低酸素・酸血症が原因と考えられる。常位胎盤

早期剥離発症の原因は不明である。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠中に一度も腟分泌物培養検査を行わなかったことは一般的ではない。 

入院前の電話対応および入院時に分娩監視装置による胎児心拍数モニタリ

ングを行ったことは一般的であるが、胎児心拍数陣痛図の判読と対応は一般

的ではない。胎児心拍数が７０拍／分であることを確認した後の助産師の対

応、および医師が緊急帝王切開を決定したことは一般的である。常位胎盤早

期剥離の疑いで緊急帝王切開決定後、妊産婦にリトドリン塩酸塩を投与した

ことは、胎児低酸素状態の改善および胎盤剥離の進行の抑制という利点があ

るため一般的であるという意見と、添付文章上は禁忌とされていること、子

宮を弛緩させることにより出血を増大させる可能性があることから一般的で
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はないという意見があり、賛否両論がある。全身麻酔を行ったことは医学的

妥当性がある。緊急帝王切開決定から３５分で児を娩出させたことは一般的

である。 

出生後の児への対応は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）分娩監視装置の装着および判読と対応について 

入院時の胎児心拍数陣痛図は子宮収縮波形が正確に計測されておらず、

一過性徐脈の分類は不可能である。子宮収縮波形が不明瞭である場合は、

トランスデューサー装着状態の確認や触診による子宮収縮の確認が必要

である。また、胎児機能不全の可能性がある場合には胎児心拍数陣痛図

の判定を慎重に行い、胎児の状態を把握することが必要である。 

（２）常位胎盤早期剥離の診断および対応について 

常位胎盤早期剥離は、性器出血、子宮収縮あるいは下腹部痛といった

症状で始まることがあり、剥離部が後壁の場合には腰痛が出現すること

もある。これらの症状に伴い胎児心拍数パターンの異常が観察された場

合には常位胎盤早期剥離である可能性が高くなる。本事例でも入院時に

同様の所見がみられていた。上記の症状が出現した場合は、常位胎盤早

期剥離が発症している可能性を念頭に置いて対応する必要がある。 

（３）腟分泌物培養検査（ＧＢＳスクリーニング）について 

本事例では、腟分泌物培養検査（ＧＢＳスクリーニング）が行われて

いなかった。「産婦人科診療ガイドライン産科編２０１１」では、妊娠３

３週～３７週に実施することが推奨されており、ガイドラインに則した

実施が望まれる。 
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（４）胎盤病理組織学検査の実施について 

新生児仮死の状態で児が出生した場合は、胎盤病理組織学検査を実施

することが望まれる。 

（５）診療録の記載について 

本事例では、入院時の胎児心拍数陣痛図を医師がどの時点で確認した

か、診療録の記載からは不明であった。また、常位胎盤早期剥離の疑い

があると判断された後も、妊産婦の訴えや腹壁の状態、胎盤所見につい

て記載がなかった。診療録に、観察した内容、判断、妊産婦の訴えやそ

れに基づく対応等を記載することが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

常位胎盤早期剥離の発生機序の解明、および予防方法や早期診断につ

いて、研究を行うことが望まれる 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


